
平
成
二
十
年
十
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

五

〇

号

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
の
一
審
大
阪
地
裁
判
決
（
平
成
十
五
年
三
月
十
三
日
）
、
二
審
大
阪
高
裁
判
決
（
平
成
十
八
年

四
月
二
十
日
）
に
お
い
て
、
被
告
（
財
）
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
が
製
造
承
認
さ
れ
て
い
な
い
ワ
ク
チ
ン
株
を
用
い
て
お
た
ふ

く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
及
び
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
製
造
し
、
流
通
さ
せ
た
薬
事
法
違
反
が
、
無
菌
性
髄
膜
炎
等
の
副
作
用
を
多
発
さ

せ
た
こ
と
、
ま
た
被
告
国
に
は
ワ
ク
チ
ン
製
造
企
業
に
対
す
る
指
導
監
督
義
務
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
被
告
国
に
賠

償
責
任
を
認
め
た
。

先
の
第
一
六
九
通
常
国
会
に
お
け
る
質
問
（
平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
五
五
七
号
）
に
て
、
本
件
に
お
い
て
は

い
ま
だ
解
明
す
べ
き
事
項
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
薬
害
肝
炎
事
件
を
機
に
そ
の
検
証
と
医
薬
品
行
政
の
見
直
し
が
今
ま
さ

に
進
行
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
本
件
の
真
相
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
本
件
か
ら
教
訓
を
引
き
出
し
、
今
後
の

予
防
接
種
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
生
か
す
こ
と
な
く
風
化
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

本
件
の
真
相
解
明
及
び
、
よ
り
安
全
な
予
防
接
種
体
制
の
確
立
と
、
薬
害
防
止
に
資
す
る
べ
く
以
下
に
質
問
を
す
る
。

一

本
件
被
告
（
財
）
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
な
ど
、
法
定
接
種
に
使
用
さ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
業
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る

国
の
指
導
監
督
の
内
容
は
何
か
、
現
状
に
つ
い
て
平
易
に
説
明
さ
れ
た
い
。

一



二

本
件
薬
事
法
違
反
が
行
わ
れ
た
こ
ろ
の
指
導
監
督
内
容
と
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
、
特
に
本
件
判
決
を
う
け
た
変
化
を

明
確
に
し
て
指
導
監
督
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
平
易
に
説
明
さ
れ
た
い
。
特
に
被
告
（
財
）
阪
大
微
生
物
病

研
究
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
指
導
監
督
の
事
実
を
具
体
的
に
示
し
な
が
ら
説
明
さ
れ
た
い
。

三

今
後
本
件
の
ご
と
き
違
法
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
副
作
用
多
発
等
薬
害
を
起
こ
さ
な
い
体
制
が
確
立
し
て
い
る
か
否
か
。

四

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始
直
後
か
ら
無
菌
性
髄
膜
炎
、
難
聴
、
死
亡
な
ど
の
症
例
が
続
発
し
て
い
た
こ
と
が
後
に
明
ら

か
に
な
っ
た
。
平
成
六
年
改
正
予
防
接
種
法
の
下
で
実
施
さ
れ
て
い
る
予
防
接
種
後
副
反
応
報
告
等
の
仕
組
み
だ
け
で
は
、

平
成
十
八
年
度
の
集
計
が
未
だ
に
公
表
さ
れ
ず
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
状
況
も
あ
り
、
新
規
ワ
ク
チ
ン
導
入
直
後
の
迅
速

か
つ
正
確
な
副
作
用
、
副
反
応
の
把
握
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

五

平
成
十
八
年
の
本
件
大
阪
高
裁
判
決
以
後
、
原
告
ら
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
謝
罪
の
要
求
が
出
て
い
た
が
、
そ
れ
に
応
え

た
か
否
か
、
応
え
て
い
な
い
な
ら
ば
何
故
か
。

六

本
件
原
告
ら
に
支
払
わ
れ
た
賠
償
金
の
う
ち
、
そ
の
全
額
を
負
担
し
た
被
告
（
財
）
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
の
求
償
等
に

よ
る
国
の
負
担
額
は
あ
っ
た
か
否
か
。

七

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
の
事
実
経
過
、
原
因
分
析
、
行
政
対
応
の
分
析
、
訴
訟
の
概
要
な
ど
を
記
述
し
た
厚
生
労
働

二



省
に
よ
る
文
書
は
あ
る
か
。
な
い
な
ら
ば
少
な
く
と
も
失
敗
し
た
施
策
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
職
員
が
今
後
の
業
務
遂
行
上

参
照
で
き
る
資
料
と
し
て
早
急
に
作
成
し
、
国
民
へ
も
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


